
地 域 産 業 都 市 委 員 会 

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ７ 日 

※租税特別措置法の一部改正（抄） 

改  正  後 改  正  前 
  

 （利子税の割合の特例) 

第９３条 〔略〕 

２ 前項に規定する利子税特例基準割合とは、

 平均貸付割合（各年の前々年の９月から前

年の８月までの各月における短期貸付けの

平均利率（当該各月において銀行が新たに

行つた貸付け（貸付期間が１年未満のもの

に限る。）に係る利率の平均をいう。）の

合計を１２で除して計算した割合として各

年の前年の１１月３０日までに財務大臣が 

 告示する割合をいう。以下同じ。）に年０．

 ５パーセントの割合を加算した割合をいう。

 

３～６ 〔略〕 

 〔同左〕 

第９３条 〔略〕 

２ 前項に規定する特例基準割合とは、各年

の前々年の１０月から前年の９月までの各

月における短期貸付けの平均利率（当該各

月において銀行が新たに行つた貸付け（貸

付期間が１年未満のものに限る。）に係る

利率の平均をいう。）の合計を１２で除し

て計算した割合（当該割合に０．１パーセ

ント未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。）として各年の前年の１２月１５

日までに財務大臣が告示する割合に、年１

パーセントの割合を加算した割合をいう。 

３～６ 〔略〕   

【施行期日】令和３年１月１日 
 

※地方税法の一部改正（抄） 

改  正  後 改  正  前 
  

 （延滞金及び還付加算金の割合等の特例） 

第３条の２ 当分の間、第５６条第２項、第

６４条第１項、第７１条の１２第２項、第

７１条の１３第１項、第７１条の３３第２

項、第７１条の３４第１項、第７１条の５

３第２項、第７１条の５４第１項、第７２

条の４４第２項、第７２条の４５第１項、

第７２条の５３第１項、第７３条の３２第

１項、第７４条の２１第２項、第７４条の

２２第１項及び第２項、第８８条第２項、 

 第８９条第１項、第１４４条の４５第２項、

 第１４４条の４６第１項、第１６９条第２

項、第１７０条第１項、第１７７条の１８

第１項及び第２項、第１９６条第１項、第

２７７条第２項、第２８０条第１項、第３

２１条の２第２項、第３２１条の１２第２

項、第３２６条第１項、第３２８条の１０

第２項、第３２８条の１３第２項、第３６

８条第２項（第７４５条第３項において準

 〔同左〕 

第３条の２ 当分の間、第５６条第２項、第

６４条第１項、第７１条の１２第２項、第

７１条の１３第１項、第７１条の３３第２

項、第７１条の３４第１項、第７１条の５

３第２項、第７１条の５４第１項、第７２

条の４４第２項、第７２条の４５第１項、

第７２条の５３第１項、第７３条の３２第

１項、第７４条の２１第２項、第７４条の

２２第１項及び第２項、第８８条第２項、 

 第８９条第１項、第１４４条の４５第２項、

 第１４４条の４６第１項、第１６９条第２

項、第１７０条第１項、第１７７条の１８

第１項及び第２項、第１９６条第１項、第

２７７条第２項、第２８０条第１項、第３

２１条の２第２項、第３２１条の１２第２

項、第３２６条第１項、第３２８条の１０

第２項、第３２８条の１３第２項、第３６

８条第２項（第７４５条第３項において準



用する場合を含む。）、第３６９条第１項

（第７４５条第１項において準用する場合

を含む。）、第４６３条第２項、第４６３

条の２第１項、第４６３条の２４第１項、

第４８１条第２項、第４８２条第１項及び

第２項、第５３４条第２項、第５３５条第

１項、第６０７条第２項（第６２７条にお

いて準用する場合を含む。）、第６０８条

第１項（第６２７条において準用する場合

を含む。）、第６８７条第２項、第６９０

条第１項、第７００条の６３第１項、第７

０１条の１０第２項、第７０１条の１１第

１項、第７０１条の５９第２項、第７０１

条の６０第１項、第７２０条第２項、第７

２３条第１項、第７３３条の１７第２項並

びに第７３３条の２０第１項に規定する延

滞金の年１４．６パーセントの割合及び年

７．３パーセントの割合は、これらの規定

にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合

（平均貸付割合（租税特別措置法第９３条

第２項に規定する平均貸付割合をいう。次

項から第四項までにおいて同じ。）に年１

パーセントの割合を加算した割合をいう。

以下この項及び第５項において同じ。）が

年７．３パーセントの割合に満たない場合

には、その年中においては、年１４．６パ

ーセントの割合にあつてはその年における

延滞金特例基準割合に年７．３パーセント

の割合を加算した割合とし、年７．３パー

セントの割合にあつては当該延滞金特例基

準割合に年１パーセントの割合を加算した

割合（当該加算した割合が年７．３パーセ

ントの割合を超える場合には、年７．３パ

ーセントの割合）とする。 

２～４ 〔略〕 

５ 〔略〕 

６ 〔略〕 

用する場合を含む。）、第３６９条第１項

（第７４５条第１項において準用する場合

を含む。）、第４６３条第２項、第４６３

条の２第１項、第４６３条の２４第１項、

第４８１条第２項、第４８２条第１項及び

第２項、第５３４条第２項、第５３５条第

１項、第６０７条第２項（第６２７条にお

いて準用する場合を含む。）、第６０８条

第１項（第６２７条において準用する場合

を含む。）、第６８７条第２項、第６９０

条第１項、第７００条の６３第１項、第７

０１条の１０第２項、第７０１条の１１第

１項、第７０１条の５９第２項、第７０１

条の６０第１項、第７２０条第２項、第７

２３条第１項、第７３３条の１７第２項並

びに第７３３条の２０第１項に規定する延

滞金の年１４．６パーセントの割合及び年

７．３パーセントの割合は、これらの規定

にかかわらず、各年の特例基準割合（当該

年の前年に租税特別措置法第９３条第２項

の規定により告示された割合に年１パーセ

ントの割合を加算した割合をいう。以下こ

の条において同じ。）が年７．３パーセン

トの割合に満たない場合には、その年（以

下この条において「特例基準割合適用年」

という。）中においては、年１４．６パー

セントの割合にあつては当該特例基準割合

適用年における特例基準割合に年７．３パ 

 ーセントの割合を加算した割合とし、年７．

 ３パーセントの割合にあつては当該特例基

準割合に年１パーセントの割合を加算した

割合（当該加算した割合が年７．３パーセ

ントの割合を超える場合には、年７．３パ

ーセントの割合）とする。 

２～４ 〔略〕 

  〔新設〕 

５ 〔略〕   

【施行期日】令和３年１月１日 


